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【はじめ に】 

 本日、平成 22年２月市議会定 例会 を招集いたしましたところ、議 

員各位にはご参集を賜り、厚く 御礼 を申し上げます。 

 本定例会の開会にあたり、平 成 22 年度会津若松市一般会計予算を 

はじめとする諸案件のご審議を お願 いするとともに、市政執行に取 

り組む私の所信と施策の大綱を 申し 述べ、ご理解とご協力を賜りた 

いと存じます。 

 さて、私は、この「ふるさと 会津 」を愛する熱い思いを胸に、市 

町村合併後の新たな市の長期総 合計 画である、第６次長期総合計画

「新生会津・未来創造」を着実 に具 現化することにより、夢と活力 

のある元気な会津若松市をつく るた め、全力で市政運営に取り組ん 

でいるところであります。 

 特に昨年は、市制施行 110 周年と いう記念すべき年にあたり、市 

民の皆様とともに、様々な記念 事業 を執り行うことができました。 

また、ゆかりの地や友好都市の 皆様 をお迎えする中で、市勢発展に 

多大なるご貢献を賜りました方 々を 顕彰し、市民の皆様とともに本 

市の更なる発展を誓い合ったと ころ であり、新たな時代に向けて誇 

りと輝きに満ちたふるさと会津 若松 市を実現すべく、更に専心努力 

することを決意したところであ りま す。 

【１  社 会経済情勢の認識】 

 さて、昨今の社会経済情勢は 、全 国的にいまだ先行きの見えない 

低迷の時期が続いており、グロ ーバ ル化の波の中で、企業の再編・ 

統合整理が進み、雇用情勢も厳 しさ を増しております。また、こう 

した中で、消費購買力の低下な ど経 済活動の停滞の兆候もあらわれ 
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てきております。 

 本市におきましても、長年に わた り地域の経済を支えてきた半導 

体企業における事業再編や中心 商業 地の拠点となっていた大規模小 

売店舗の撤退など、厳しい状況 に直 面しており、これらが地域活力 

と市民生活、更には今後のまち づく りのあり方にも大きな影響を与 

えるものと危惧しております。 

 また、こうした全国的な経済 情勢 や地域経済の状況から、市税収 

入の減少が予想され、これを補 う地 方交付税などの一般財源につい 

ても大きな伸びが見込めないと いう 状況のなか、歳入全体が大幅に 

縮小することによる行財政基盤 への 影響も懸念しているところであ 

ります。 

【２  新 年度の市政運営の基本 的な考え方】 

（２－１基本的な考え方） 

 一方で、このような状況であ れば こそ、私達は様々な知恵を出し 

合い、この難局を乗り越えてい かな ければならないと考えておりま

す。市制施行 110 周年から新たな時 代へと踏み出す本年においては 

、先人によって培われてきた本 市独 自の歴史、伝統、文化、産業、 

そして人々の暮らし、すなわち 「会 津ブランド」という普遍的な財 

産に更に光をあてながら、自信 と誇 りある「ふるさと会津」の再生 

に向けて、次に申し上げる取組 を全 力で進めてまいります。 

（２－２重点政策） 

 はじめに、地域活力の再生に 向け た取組についてであります。 

 経済対策につきましては、こ れま でも、庁内に「緊急経済対策推 

進本部」を設置し取り組んでき たと ころでありますが、昨年 11月に 
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緊急的な対策を含めて、本市が 持つ 資源を最大限に活用し、地域経 

済の発展とまちの活気を取り戻 すこ とを目的として、「地域活力再 

生戦略」を取りまとめ、具体的 な事 業を展開してまいりました。 

 本年は、これに位置づけた「 雇用 対策プロジェクト」、「中心市 

街地賑わい創出プロジェクト」 、「 企業立地・新規産業創出促進プ 

ロジェクト」、「農・商・工業 の相 互連携プロジェクト」及び「交 

流人口拡大プロジェクト」の５ つの プロジェクトについて、引き続 

き「地域活力再生本部」により 庁内 の緊密な連携を図りながら、着 

実に事業を推進するとともに、 これ までの取組を充実、強化させた 

新たな取組を戦略的に展開して まい ります。 

 まず、「雇用対策プロジェク ト」 においては、市民の皆様の就労 

に対する不安の解消や企業経営 の安 定に向けた取組を進めてまいり 

ます。 

 この中で、雇用機会の創出を 図る ため、労働関係機関や経済団体 

、更には主要事業所などとの連 携と 情報の共有のもと、市内の企業 

等に対し、雇用の維持や雇用に 結び つく取組を要請するなど、全力 

で求人先の開拓に努めてまいり ます 。 

 加えて、「ふるさと雇用再生 特別 基金事業」の活用により職業能 

力の育成による就業の促進を図 ると ともに、「緊急雇用創出基金事

業」を活用し、離職した方の次 の就 業までの雇用機会を創出するな

ど、民間企業などと協調し、引 き続 き雇用の確保を図ってまいりま

す。 

 また、就業を支援するため、 合同 求人就職フェアや人財バンク事 

業を継続するとともに、担い手 の高 齢化が進む「農」への就業支援 
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として、「担い手育成総合支援 協議 会」などの関係機関や団体と連 

携し、技術研修、農地の斡旋及 び販 路の開拓、更には地域でのネッ 

トワークづくりや生活全般につ いて 総合的に支援する「新規就農者 

サポート事業」を創設し、新た な支 援体制を整えてまいります。 

 一方、既存企業の金融対策と して 、国が創設した「セーフティネ 

ット保証制度」の迅速な認定に よる 資金需要の円滑化に努めるとと 

もに、「中小企業未来資金保証 融資 制度」においては、融資にかか 

る信用保証料の全額補助を継続 し、 中小企業における経営の安定と 

セーフティネットの構築に努め てま いります。 

 加えて、国、県など関係機関 との 更なる連携を図りながら、金融 

・雇用相談窓口を充実させてま いり ます。 

 次に、「中心市街地賑わい創 出プ ロジェクト」においては、大規 

模小売店舗の撤退などにより、 大き く姿を変えようとしている中心 

市街地において、その再生に向 けた 取組を進めてまいります。 

 この中で、会津サティの跡地 を含 む駅前のエリアについて、地域 

にふさわしい再開発事業の実現 に向 け、「会津若松駅前地区再開発 

協議会」における検討・協議を 支援 するとともに、中合会津店の跡 

地利用につきましても、関係機 関等 で協議しながら、地域の賑わい 

づくりに向けた方策を検討して まい ります。 

 一方、これまで取り組んでき た「 戦略的中心市街地賑わい再生事

業」におきましては、「地域商 店街 活性化法」に基づく事業認定を 

受けた商店街とともに、「街な かテ ナントミックス事業」による空 

き店舗を活用した賑わいのモー ル化 や、「既存店舗等の外観整備事

業」による歩いて楽しい商店街 の環 境整備と魅力づくりを進めてき 
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たところであります。本年にお きま しては、「会津若松市中小企業 

振興条例」により、中心市街地 の空 き店舗に出店された店舗の定着 

を支援するとともに、地域商店 街活 性化法の認定事業と連携し、店 

舗の外観整備による賑わいモー ルづ くりや「街」の交流機能づくり 

、更には賑わい創出のためのイ ベン トなどを引き続き支援し、商業 

機能の更なる向上を図りながら 商店 街の価値を高めてまいります。 

 加えて、大町通りにおいては 、地 元の皆様により設立された「大 

町通り活性化協議会」における 活動 を引き続き支援するとともに、 

こうした活動を背景として、都 市計 画道路会津若松駅中町線の基本 

計画の策定や概略設計を進め、 魅力 ある商業空間を創造してまいり 

ます。 

 次に、「企業立地・新規産業 創出 促進プロジェクト」においては 

、新たな雇用の創出と産業基盤 の確 立に向けた取組を進めてまいり 

ます。 

 とりわけ、会津若松河東工業 団地 につきましては、本年３月に一 

部分譲を開始する予定としてお り、 新たに創設した「用地取得助成 

金制度」などを活用するととも に、 首都圏における企業誘致セミナ 

ーを継続的に開催しながら、企 業誘 致に総力を挙げて取り組んでま 

いります。 

 加えて、会津地域の企業間連 携組 織である「会津産業ネットワー 

クフォーラム」を通して、既存 企業 の活性化と企業立地の受け皿づ 

くりを進めてまいります。 

 また新たに、「会津大学地域 教育 研究等支援事業」として、会津 

大学における、地域の特性やニ ーズ を踏まえた教育研究活動の促進 
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を図り、地域において新たな産 業を 創出するための環境づくりを支 

援してまいります。  

 次に、「農・商・工業の相互 連携 プロジェクト」においては、農 

・商・工業の相互の連携により 、地 域内経済循環の活性化と足腰の 

強い産業構造の構築を図ってま いり ます。 

 この中で、全国に誇れる会津 産コ シヒカリなどの本市産米につい

て、地産地消運動の更なる展開 によ り消費の拡大を図るとともに、 

本市産コシヒカリによる米粉に つい ても、新たな商品開発を進めな 

がら、関係団体との連携により 、地 元での販売促進と首都圏などへ 

の販路拡大に向け、取組を強化 して まいります。 

 更に、「会津ブランド推進事 業」 を継続する中で、付加価値の高 

い会津ならではの商品開発を進 める とともに、地域内の経済循環を 

推進するための人材育成や商品 等の 地域内外への販売を促進するた 

めの商談会、首都圏のホテルと の提 携による「会津フェア」の開催 

などに取り組み、より実効性と 波及 効果の高い体系的な仕組みを構 

築してまいります。 

 また、昨年、商工団体が実施 し、 成果が得られた「プレミアム商 

品券」など、地域内経済循環や 地域 購買を促進するための取組につ 

いても、更なる相乗効果が得ら れる よう検討を進めるとともに、立 

体映像技術を活かした取組など 、商 店街の魅力づくりや商店街と消 

費者を結ぶイベントなどを支援 し、 「街」の賑わいを創出してまい 

ります。 

 加えて、地域内経済循環を促 進す るため地域の建築関連業との協 

働により取り組んできた「会津 ハウ ス研究事業」につきましては、 
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モデル住宅の設計デザインを活 かし ながら、関連産業の活性化を図 

ってまいります。  

 次に、「交流人口拡大プロジ ェク ト」においては、本市の特性を 

活かした観光の更なる推進に向 け、 魅力あるまちづくりを進めると 

ともに、観光誘客の推進や交流 人口 の増加に取り組み、地域経済の 

活性化に結び付けてまいります 。 

 この中で、歴史観光を推進す るた め、平成 22年度末の完成に向け

「往時の天守閣再現事業」を進 め、 国内で唯一となる赤瓦の天守閣 

を再現し、更なる魅力の向上を 図っ てまいります。なお、工事期間 

中においては、天守閣内での「 鯱」 の展示や、赤瓦への記名とあわ 

せた寄附金の募集などを行い、 市民 の皆様をはじめ多くの方々に関 

心を持っていただけるよう努め てま いります。 

 加えて、歴史的建造物や史跡 など のライトアップによる「夜の城 

下町観光」を継続するとともに 、北 出丸大通りにおいては、城下町 

らしいデザインで、本市の左官 業の 伝統技術を活用し製作した「会 

津まちなか灯篭」の整備を進め 、老 朽化した歩道照明灯の改善によ 

る夜間の歩行者の安全確保とあ わせ 、歴史的な雰囲気の演出とまち 

なか観光の推進を図ってまいり ます 。 

 また、本年１月から実施して いる 「鶴ケ城サムライ演出事業」に 

ついて、その取組を継続すると とも に、本市出身で、漫画やアニメ 

界で活躍されている笹川ひろし 氏に 制作していただいた、本市の新 

たな観光キャラクターである「 お城 ボくん」や、商標登録した「 

SAMURAI  CITY 」を活用し、関係団体 と協力しながら「武士の郷」と 

しての観光誘客に向け、積極的 にＰ Ｒ活動を展開してまいります。 

しゃちほこ 

もののふ さ と 
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 一方、広域観光を更に推進す るた め、「仏都会津、会津の食」を 

テーマに、引き続き「極上の会 津プ ロジェクト事業」に取り組み、 

会津 17市町村がひとつとなって 広域 観光を進めるとともに、会津地 

域と米沢地域との連携による観 光圏 整備事業により、民間事業者に 

よる着地型旅行商品の開発と販 売を 支援するなど、官民一体となっ 

て観光誘客の推進と交流人口の 増加 に努めてまいります。  

 更に、田舎暮らし志向を持つ 都市 住民を積極的に受け入れるため 

、受入先として期待される中山 間地 域の魅力向上に向けた住民主体 

の地域づくり活動について、新 たな 支援を行い、定住・二地域居住 

の拡大に結び付けてまいります 。 

 以上の「地域活力再生戦略」 にお ける主な取組に加え、会津地域 

の産業振興策につきましては、 現在 「福島県会津地域産業活性化協 

議会」において検討を進めてい ると ころであり、今後とも、県など 

関係機関と協議を進めながら、 地域 活力再生を目指した新規産業創 

出に向け、庁内組織による調査 ・研 究に取り組んでまいります。 

 また、昨年お示しした「鶴ケ 城周 辺公共施設利活用構想（素案） 

」につきましては、市民の皆様 から 、多岐にわたるご意見とご提案 

をいただくとともに、これらを 踏ま えながら、公共的団体の代表及 

び公募による市民の方々などで 構成 する市民懇談会を開催し、ご意 

見を伺ってきたところでありま す。 

 構想の素案としてお示しした 、そ れぞれの施設の利活用、整備の 

方向性につきましては、市民懇 談会 からいただいた「提言」を尊重 

しながら、議会のご意見を踏ま え、 課題等を精査し、更に検討を進 

めてまいります。 
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（２－３合併後のまちづくり） 

 次に、合併後のまちづくりに つい てであります。 

 合併後のまちづくりにつきま して は、本年も重要な事業を着実に 

推進し、まちづくりの礎として 未来 に引き継いでまいる考えであり 

ます。 

 こうした中で、建設工事を進 めて いる生涯学習総合センターにつ 

きましては、子どもからお年寄 りま で、あらゆる世代の「生涯の学 

び舎」として、平成 23年３月の 供用 開始を目指すとともに、市民が 

集う中心市街地の新たな交流拠 点と して位置づけてまいります。 

 更に、北会津中学校につきま して も、校舎及び屋内運動場の平成 

22 年度中の完成を目指し建設工 事を 進め、地域の教育環境の整備を 

図ってまいります。  

 また、会津総合運動公園にお きま しては、陸上競技場のスタンド 

建設に着手し、スポーツ・レク リエ ーションの拠点として環境整備 

を進めてまいります。 

 本年は、これまで申し上げた 取組 を中心として、激しく変化する 

時代の流れに左右されることの ない 元気な会津若松市の姿を市民の 

皆様とともに思い描きながら、 活力 の再生とまちづくりに取り組ん 

でまいる考えであります。 

 加えて、先行きが不透明な社 会経 済情勢の中において、市民生活 

の安定を図り、安心してこのま ちに 住み続けることのできる環境を 

維持し、整えていかなければな りま せん。このことから、市民の皆 

様の生活を「まもる」という視 点を 重視しながら、次に申し上げる 

行政各分野の取組を進めてまい りま す。  
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【３  ま ちづくりの基本政策】 

（３－１福祉健康） 

 はじめに、福祉健康分野にお ける 主な取組についてであります。 

 少子高齢化が急速に進む中、 ノー マライゼーションの理念のもと

に、誰もが健康で、互いに助け 合い ながら安心して暮らすことので 

きるまちづくりが求められてい ます 。 

 こうした中で、子育てがしや すい まちづくりを進めるために策定 

する「次世代育成支援行動計画 」の 後期計画に基づき、行政はもと 

より、家庭、地域、企業が一体 とな って、次世代を担う子どもたち 

を健やかに産み、育てることが でき る環境づくりを進めてまいりま

す。 

 特に、子どもを安心して育て てい ただけるよう、新たに「乳児家 

庭全戸訪問事業」を開始し、生 後４ か月を迎えるまでの乳児のいる 

家庭を訪問しながら、育児の不 安や 悩みなどをお聴きするとともに 

、子育てに関する情報の提供や 支援 を行ってまいります。 

 加えて、幼児教育と保育を一 元的 に提供する「認定こども園」に 

ついて、その施設整備への支援 を図 ってまいります。 

 また、高齢者が元気に暮らせ るま ちづくりを進めるため、「高齢 

者福祉計画・第４期介護保険事 業計 画」に基づく施策を着実に推進 

するとともに、長寿医療制度に つき ましては、今後、国が進める新 

たな制度設計の動向を見極めな がら 、安心して医療を受けることが 

できる環境を整えてまいります 。 

 更に、誰もが自分らしい生活 を送 ることのできるまちづくりを進 

めるため、障がいのある方の生 活相 談、就労支援及びボランティア 
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活動の相談機能を集めた「（仮 称） 障がい者支援センター」を設置

し、利用者の各種相談をワンス トッ プで行い、利便性の向上や迅速 

なサービスの提供に努めてまい りま す。 

 一方、健康づくりの充実した まち をつくるため、引き続き「国民 

健康保険事業」の健全な運営に より 、安心して医療を受けられる体 

制を維持するとともに、市民の 健康 づくりを進めてまいります。 

 なお、夜間における初期救急 医療 体制の充実強化を図るため、移 

転整備を進めてきた夜間急病セ ンタ ーにつきましては、本年４月よ 

り供用を開始し新たな施設での 医療 を提供してまいります。 

 また、食に関する知識や食を 選択 する力を醸成し、心身の健康の 

保持増進と豊かな人間性を育む こと を目的として、「（仮称）会津 

若松市食育推進計画」を策定し てま いります。 

（３－２教育文化） 

 次に、教育文化分野における 主な 取組についてであります。 

 本市が将来にわたって持続的 に発 展していくためには、郷土を愛

し、誇りと自信を持って、たく まし く未来を生きる人材を育成する 

ことが重要であると考えており ます 。 

 こうした中で、誰もが生涯に わた り学習できるまちづくりを進め 

るため、生涯学習総合センター の図 書の整備など、開館に向けた作 

業を進めるとともに、本年が「 国民 読書年」であることを踏まえ、 

新たに「子ども読書活動推進計 画」 の策定に取り組み、子どもが自 

主的に読書を行うことのできる 環境 の整備に努めてまいります。 

 また、豊かな心と確かな学力 を身 につけた子どもを育むまちづく 

りを進めるため、昨年策定した 「幼 児教育振興プログラム」に基づ 
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き幼児教育の充実を図るととも に、 市内全小中学校が連携し一体的 

に取り組むことにより、児童生 徒の 学力の定着と向上を図ってまい 

ります。 

 更に、子どもたちの安全で安 心な 学習環境を維持するため、学校 

施設の建替えによる耐震化に加 え、 新たに既存施設の補強による耐 

震化に取り組んでまいります。  

 一方、市立の幼稚園及び小中 学校 全校において、米飯給食を増加 

させ日本型食生活を推進する中 で、 会津産コシヒカリを使用するな

ど、地産地消の取組とあわせな がら 、未来を担う児童生徒の食育を 

進め、食文化の継承と心身の健 康の 増進、豊かな人間形成に努めて 

まいります。 

 また、歴史・文化を守り育て るま ちづくりを進めるため、会津能 

楽堂の活用を促進し、伝統文化 の継 承に努めるとともに、文化財保 

護に対する意識の高揚に努めて まい ります。 

（３－３産業経済） 

 次に、産業経済分野における 主な 取組についてであります。 

 まちに賑わいをもたらすため には 、観光や商工業、農林業などの 

各種産業の振興と連携により、 地域 経済の活性化を図ることが不可 

欠であります。このことから、 前段 申し上げた「地域活力再生戦略 

」での取組に加え、次に申し上 げる 取組を進めてまいります。 

 まず、観光を振興し活気のあ るま ちづくりを進めるため、引き続 

き「まちなか観光推進事業」や 「温 泉街活性化推進事業」などによ

り、団体等が行う地域活性化へ の取 組を支援してまいります。 

 加えて、「会津若松市教育旅 行プ ロジェクト協議会」を中心に関 
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係団体との協力体制を強化し、 魅力 ある受入体制の整備を進めるこ 

とにより教育旅行の積極的な誘 致を 進めてまいります。 

 また、商工業を振興し経済活 力あ ふれるまちづくりを進めるため 

、漆器レンタル制度を活用し、 旅行 代理店の企画商品との連携を図 

る取組や、首都圏の飲食店にお いて 、会津漆器を活かしたテーブル 

コーディネートなどを行う取組 を進 め、漆の香る空間づくりを通し

て、会津漆器の使用拡大を図っ てま いります。 

 加えて、実証された氷温貯蔵 シス テムを活用することにより、農 

産物の長期保存化を図り、農産 物の 端境期における安定した供給を 

実現するとともに、付加価値の 高い 加工食品の開発と販路の拡大に 

努めてまいります。 

 更に、首都圏のホテルへの農 産物 の供給とあわせ、ホテルにおけ 

る食品廃棄物をリサイクルし、 堆肥 化する仕組みを構築することで 

、ホテルとの「地域産業活性化 に関 する包括協定」の充実を図りな 

がら、環境にもやさしい循環型 社会 に寄与する取組を展開してまい 

ります。  

 また、生産性の高い農林業が いき づくまちづくりを進めるため、

「地域ブランド確立事業」とし て、 「会津身不知柿」の広域的な連 

携による海外輸出の推進に向け 継続 的な取組を進めるとともに、「 

會津野彩」の生産拡大とあわせ て、 関係団体と連携しながら加工品 

の開発に取り組んでまいります 。 

 更に、「会津地鶏」のブラン ド力 の更なる向上のため、「会津地 

鶏ブランド拡大戦略会議」を設 立し 、生産者をはじめ関係者と一体 

となり、品質向上や生産と販路 の拡 大、更には新たな商品開発など 
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を推進してまいります。 

 また、国の戸別所得補償制度 の導 入を踏まえ、水田の有効利用に 

よる大豆、そば、アスパラガス など の重点振興作物生産への支援を 

行うとともに、効率的な農業経 営が 可能となる集落営農の推進によ

り、農家の所得の向上を図って まい ります。 

 一方、「グリーンツーリズム 支援 事業」においては、新たに「会 

津若松市グリーンツーリズム・ クラ ブ」を設立し、農家主体の活動 

による農業体験受け入れ体制の 整備 と充実を図るとともに、交流人 

口の拡大に結び付けてまいりま す。 

 このほか、新たに公設地方卸 売市 場の一部を定期的に市民に開放 

して開催する「旬の食彩市」を 支援 し、市場の活性化と市民生活の 

安定に寄与してまいります。 

（３－４生活環境） 

 次に、生活環境分野における 主な 取組についてであります。 

 本市の豊かな自然は、市民共 有の 財産であり、この豊かな自然と 

共生しながら、安全で安心な住 みや すい環境づくりに取り組む必要 

があります。 

 そのため、まず、環境と調和 した 地球にやさしいまちづくり、環 

境への負荷が少ないまちづくり を進 めるため、地域における生物資 

源を最大限に利活用するバイオ マス タウンの実現に向けた取組を進 

めてまいります。なお、この取 組に おいては、民間事業者による生 

ごみ堆肥化事業を支援すること によ り、地域における新たな産業や 

雇用の創出などを誘導してまい りま す。 

 加えて、地球温暖化対策を進 める ため、新たに住宅用太陽光発電 
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設備の導入に対する補助制度を 創設 し、太陽光発電の普及を図って 

まいります。 

 また、安全で安心できるまち づく りを進めるため、特に高齢者と 

子どもの交通事故防止を重点課 題と し、関係機関との連携を強化し 

ながら、更なる交通事故防止啓 発活 動に取り組み、交通の安全を確 

保してまいります。  

 一方、情報化が進んだまちづ くり のため「第４次地域情報化基本 

計画」の策定を進めるとともに 、本 年は、国や県との共催による「 

全国地域情報化推進セミナー」 を本 市で開催し、一層の情報化の推 

進に結び付けてまいります。 

（３－５都市基盤） 

 次に、都市基盤分野における 主な 取組についてであります。 

 快適な市民生活や産業経済活 動、 更には都市間・地域間交流を促 

進するためには、道路や公園な どの 都市基盤や生活基盤を充実させ 

、美しい自然やまちなみの景観 に配 慮しながら、計画的にまちづく 

りを進めていく必要があります 。 

 そのため、まず、住む人、訪 れる 人にやすらぎと潤いを提供する 

ことを目的として、花と緑のス タッ フ活動や「公園等緑化愛護会事

業」など、市民の皆様との協働 によ り、花と緑にあふれた美しいま 

ちづくりを進めるとともに、ま ちの 美化、緑化に対する市民運動の 

広がりを図ってまいります。 

 加えて、快適な都市空間が形 成さ れたまちづくりのため、景観助 

成制度を活用したまちなみ修景 等を 推進するとともに、景観法を活 

用した施策についても検討を進 めて まいります。 
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 また、都市交通対策が進んだ まち づくりのため、国道 49号や磐越 

自動車道会津若松インターチェ ンジ から中心市街地への最短アクセ 

ス道路となる都市計画道路イン ター 南部幹線や、市街地西部地区及 

び北会津地域と中心市街地を結 ぶ都 市計画道路藤室鍛冶屋敷線の整 

備を進め、円滑で安全な市内交 通の 確保を図りながら、中心市街地 

の活性化に結び付けてまいりま す。 

 更に、会津若松駅の東西をつ なぐ 市道幹Ⅰ－６号線について、朝 

夕の交通混雑を解消すべく整備 に向 けた取組を進め、北会津町の西 

部を南北に縦貫する市道幹Ⅰ－ 32号 線についても、引き続き整備を 

進めてまいります。 

 また、誰もが安全に安心して 歩行 し、自転車通行のできる空間を 

確保するとともに、公共施設な どへ のネットワークの構築を目的に 

取り組んでいる「人にやさしい みち づくり歩道整備事業」について

は、市道幹Ⅰ－ 11号線のうち、 花春 町から奴郎ケ前交差点までの区 

間及び市道幹Ⅱ－９号線のうち 、市 役所前から一之町までの区間な 

どの整備を進めてまいります。 

 一方、路線バスなどの地域公 共交 通につきましては、市民の皆様 

の移動の手段として欠かすこと ので きない社会経済活動の基盤であ 

ることから、交通事業者など関 係機 関と連携しながら、「地域公共 

交通総合連携計画」を踏まえた 各種 事業を着実に推進し、移動利便 

性の向上に努めてまいります。 

 更に、会津鉄道及び野岩鉄道 につ きましては、沿線地域住民の生 

活交通路線であるとともに、観 光路 線として、会津地域活性化のた 

めの重要な社会インフラである こと から、沿線自治体や関係機関と 
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連携しながら、持続的な運行を 確保 するための支援をしてまいりま

す。 

 また、身近な住環境が整備さ れた まちづくりを進めるため、扇町 

土地区画整理事業の早期完成を 目指 し、区画道路の整備を軸とする 

面的整備を進めるとともに、公 営住 宅につきましては、引き続き適 

切な維持管理に努めながら、長 期的 に使用可能な中層耐火住宅のう

ち、更新時期にある住宅を対象 に、 外壁や設備などの大規模な改修 

を実施してまいります。 

 加えて、多くの市民に快適で 衛生 的な生活環境を提供するととも

に、水質汚濁を防止するため、 公共 下水道事業などの生活排水対策 

を進めてまいります。 

（３－６協働参画） 

 次に、協働参画分野における 主な 取組についてであります。 

 全ての市民が地域の中で互い に信 頼し、尊重し、助け合いながら 

、その持てる力を十分に発揮し 、心 豊かで充実した生活を送るため 

には、市民との協働によるまち づく りを進める必要があります。 

 こうした中で、まず、市民活 動が 活発なまちづくりを進めるため 

、自治の理念、市民や行政の役 割や 責務、市民参画を実現するため 

の具体的な仕組みや、住民自治 によ る公共社会の創造の仕組みなど 

を規定する自治基本条例につい て、 庁内組織による検討を進めてま 

いります。 

 また、男女がともに自立して 尊重 しあうまちづくりを進めるため 

、「第３次男女共同参画推進プ ラン （改訂版）」に基づき、時代の 

変化に的確に対応した施策展開 を図 るとともに、今年で第９回を迎 
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える「福島県男女共生のつどい 」を 県及び関係機関、活動団体の方 

々とともに、本市で開催し、市 民の 皆様との協働による男女共同参 

画社会の定着に向けた取組を充 実し てまいります。 

 一方、本年４月には、地域コ ミュ ニティの拠点として、謹教コミ 

ュニティセンターが開所するこ とか ら、この施設を活かし、より一 

層の地域の連帯意識の形成と自 治意 識の高揚を促進してまいります 。 

【４  健 全な行財政基盤の確立 】 

 さて、このような施策を実施 し、 将来にわたって安定した行政サ 

ービスを提供するためには、よ り効 率的で実効性のある行政運営と 

ともに、健全な行財政基盤の確 立を 図ることが不可欠であります。 

 加えて、経済や社会構造が変 化し 、人々のニーズが多様化する中

で、これまでの制度や慣例にと らわ れることなく、常に、市民が何 

を求めているのか、また、市民 のた めに何ができるのかを考え、市 

民満足度を重視するまちづくり を進 める必要があります。 

 このため、まず「第２次行政 シス テム改革プラン」に基づく、「 

住民自治への取り組み」、「行 政基 盤強化への取り組み」、「市民 

満足度を高めていくための取り 組み 」の３つの視点に立った取組を 

引き続き進めてまいります。 

 なお、水道事業においては、 本年 ４月から浄水施設の運転管理業

務、送・配水施設の維持管理業 務及 び料金徴収業務について、民間 

事業者への委託を始めるもので あり 、こうした既存事業のアウトソ 

ーシングについても更なる検討 を行 ってまいります。 

 更に、今後の市税や国からの 地方 交付税、地方譲与税といった一 

般財源総体の先行きが不透明な 中に おいて、より一層、財政状況に 
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留意しながら行政運営を進める 必要 があります。 

 このことから、引き続き「中 期財 政見通し」に基づいた総枠配分 

方式による予算編成を実施し、 歳入 に見合った歳出構造を堅持する 

とともに、公債費負担の適正化 に努 めるなど、健全な財政運営を図 

ってまいります。 

 また、これまで取り組んでき た行 政評価をより適切に運用し、施 

策の選択と集中を図りながら、 限ら れた財源と人的資源を適正に配 

分し、市民満足度の更なる向上 を目 指してまいります。 

【むすび 】 

 以上、市政運営の基本的な考 え方 と、主要な施策の概要について 

ご説明を申し上げましたが、私 は、 このまちに暮らす一人ひとりの 

市民が、日々活き活きと生活を 営み 、安心して元気に暮らすことが 

、結果として、まちの魅力とな り、 人々を引き付けていくものであ 

ると考えております。 

 このことから、この社会経済 状況 の中で、まずは、就業や雇用対

策、地域経済の再生に向けた取 組を しっかりと進め、市民の皆様の 

不安を払拭するとともに、市民 生活 とまちづくりの基盤となる施策 

を推進し、その生活をまもって まい りたいと考えております。 

 また一方で、先人たちが幾多 の困 難を乗り越え、今日の会津若松 

市があるように、この激動と混 沌の 時代に果敢に立ち向かい、次の 

時代へ力強く歩み出すことで、 子ど もたちに輝かしい未来を届ける 

ことができるものと考えるとこ ろで あり、先人から受け継いだこの 

誇りある郷土に更に磨きをかけ なが ら、夢と活力のある元気な会津 

若松市の創造のため、全力で邁 進し てまいる所存であります。 
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 市民の皆様並びに議員各位に おか れましては、ぜひとも、会津若 

松市の豊かで輝かしい未来創造 のた めに、ともにご尽力くださいま 

すようお願い申し上げますとと もに 、市政運営に一層のご理解とご 

協力を賜りますよう心から念願 する 次第であります。 

 


